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○石川県警察ヘリポート管理に関する訓令

昭 和 6 1 年 1 2 月 １ 日

石川県警察本部訓令第13号

改正 平成元年７月27日警察本部訓令第13号

平成２年11月19日警察本部訓令第16号

平成６年９月30日警察本部訓令第26号

令和３年６月21日警察本部訓令第16号

令和５年12月４日警察本部訓令第25号

石川県警察ヘリポート管理に関する訓令を次のように定める。

石川県警察ヘリポート管理に関する訓令

（目的）

第１条 この訓令は、航空法（昭和27年法律第231号）に基づき、石川県が設置す

る石川県警察ヘリポート（以下「ヘリポート」という。）及びヘリポートに付属

する施設の維持管理について必要な事項を定め、もってこれを使用する回転翼航

空機（以下「航空機」という。）の運航の安全を確保することを目的とする。

（ヘリポートの定義）

第２条 ヘリポートとは、滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンをいう。

（管理責任者）

第３条 ヘリポートの管理は、石川県警察本部警備部長が行うものとする。

（管理業務内容）

第４条 ヘリポートの管理業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 航空機の離着陸に関すること。

(2) ヘリポート及び付属施設の整備並びに機能保持に関すること。

(3) ヘリポートの監視及び警備に関すること。

(4) 航空機の給油及び排油に関すること。

(5) その他ヘリポートの管理に関すること。

（禁止行為）

第５条 ヘリポートにおいては、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) ヘリポートの使用に関係のない者の立入り、車両の進入及び物品の集積を行

うこと。

(2) 火気を使用すること。

(3) その他ヘリポートの機能を損うおそれがある行為

２ 管理責任者は、航空法第53条及び前項に定める禁止行為をヘリポート周辺に掲

示しなければならない。
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（設置基準の維持）

第６条 管理責任者は、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）第79条の設置

基準に適合するよう、定期的にヘリポートを検査しなければならない。

（改修その他の工事を行う場合の措置）

第７条 管理責任者は、ヘリポートの改修その他工事を行うときは、保安上必要な

措置を講じるとともに、必要な標識を設置し、航空機の運航に支障の生じないよ

うにしなければならない。

２ ヘリポートにおいて工作物等を設置し、又はヘリポート内の土地、建物その他

の施設を使用しようとする者は、管理責任者の承認を得なければならない。

（災害対策）

第８条 管理責任者は、天災その他の原因により航空機の離着陸の安全を阻害する

おそれが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、その旨警察本部長に

報告しなければならない。

２ 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の火災その他の事故に対処するため、

適宜その訓練を実施しなければならない。

（遵守事項）

第９条 ヘリポートを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。

(1) ヘリポートの運用は、24時間運用とする。

(2) 離着陸しようとするときは、あらかじめ管理責任者の許可を受けるものとす

る。

(3) 機体全長18メートル以上又は全備重量５トン以上の航空機の使用は、制限す

るものとする。

(4) ヘリポートの立地条件及び気象特性により、次に掲げる運航は制限するもの

とする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

ア エプロンに直接進入すること。

イ ヘリポート運用上の最低の気象条件を満たしていないときに航空機を運航

すること。

(5) 航空機の滑走路、エプロン間の移動は、昼間にあっては自走、夜間にあって

はけん引によるものとし、原則として地上に誘導員を配置するものとする。

(6) 人の乗降、荷物の積卸しは、昼間にあってはエプロン、夜間にあっては滑走

路において行うものとする。

なお、航空機の整備及び係留については、エプロンにおいて行うものとする。

（給油作業等の制限）

第10条 ヘリポートにおいて、航空機の給油又は排油を行う者は、次の各号に掲げ

る事項を遵守しなければならない。

(1) 次の場合には、航空機の給油又は排油を行わないこと。
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ア 発動機が運転中のとき。

イ 航空機が格納庫にあるとき。

ウ 必要な危険防止措置が講じられている場合を除き、航空機内に人がいると

き。

(2) 給油又は排油中は、航空機の無線、電気設備の操作その他静電気火花放電を

起こすおそれのある行為を行わないこと。

（関係機関との連絡体制）

第11条 管理責任者は、ヘリポートの運用に関する非常事態に備え、関係行政機関

等との連絡体制を樹立し、これを明らかにしておくものとする。

（業務日誌）

第12条 管理責任者は、業務日誌（別記様式）を備え、次の各号に掲げる事項を実

施しなければならない。

(1) 業務日誌に規定されている内容についての運航前点検

(2) その他所要事項の記録

（実施規定）

第13条 この訓令の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、昭和61年12月１日から施行する。

附 則（平成元年７月27日警察本部訓令第13号）

この訓令は、平成元年８月１日から施行し、この訓令による改正後の石川県警察

ヘリポート管理に関する訓令の規定は、平成元年７月１日から適用する。

附 則（平成２年11月19日警察本部訓令第16号）

この訓令は、平成２年11月20日から施行する。

附 則（平成６年９月30日警察本部訓令第26号）抄

この訓令は、平成６年10月１日から施行する。

附 則（令和３年６月21日警察本部訓令第16号）

この訓令は、令和３年６月21日から施行する。

附 則（令和５年12月４日警察本部訓令第25号）

この訓令は、令和５年12月４日から施行する。
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